
経 済 産 業 省 

 
２０２３１０１１貿局第２号 
輸出注意事項２０２３第１６号 
経済産業省貿易経済協力局 

 
 「化学物質の輸出承認について」（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第

３号）等の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 
    令和５年１０月１８日 

 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 福永 哲郎 

 
 
 

「化学物質の輸出承認について」等の一部改正について 

 
 
「化学物質の輸出承認について」（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第

３号）等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、令和５年１０月２２日から施行

する。 

 



（別紙１） 
「化学物質の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○化学物質の輸出承認について（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第３号） 

改 正 後 現   行 

１～６ （略） 

 

別紙第１  

１ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属

書Ⅲに掲げる化学物質（「輸出貿易管理令の運用について」２－１－１の（５）の表の３５

の３の項の「附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質」の解釈の欄に規定する当該化学物質を含有

する混合物又は製剤を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

分類 ＰＯＰｓ 

条約対象 

(1)～(13) （略） （略） （略） （略） 

(14) ジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）及

びジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）塩

（アンモニウム塩、カリ

ウム塩、ナトリウム塩等） 

534-52-1（ジニトロ－オル

ト－クレゾール（ＤＮＯＣ

）） 

2980-64-5（ジニトロ－オ

ルト－クレゾール（ＤＮＯ

Ｃ）のアンモニウム塩） 

5787-96-2（ジニトロ－オ

ルト－クレゾール（ＤＮＯ

Ｃ）のカリウム塩） 

2312-76-7（ジニトロ－オ

ルト－クレゾール（ＤＮＯ

Ｃ）のナトリウム塩） 

駆除剤  

(15)～(30)  （略） （略） （略） （略） 

(31) テルブホス 13071-79-9 駆除剤  

(32)  （略） （略） （略） （略） 

（削除） （削除） （削除）  

 

 

 

１～６ （略） 

 

別紙第１  

１ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属

書Ⅲに掲げる化学物質（「輸出貿易管理令の運用について」２－１－１の（５）の表の３５

の３の項の「附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質」の解釈の欄に規定する当該化学物質を含有

する混合物又は製剤を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

分類 ＰＯＰｓ 

条約対象 

(1)～(13) （略） （略） （略） （略） 

(14) ジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）及

びジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）塩

（アンモニウム塩、カリ

ウム塩、ナトリウム塩等） 

534-52-1（ジニトロ－オル

ト－クレゾール（ＤＮＯＣ

）） 

2980-64-5（ジニトロ－オ

ルト－クレゾール（ＤＮＯ

Ｃ）のアンモニウム塩） 

5787-96-2（ジニトロ－オ

ルト－クレゾール（ＤＮＯ

Ｃ）のカリウム塩等） 

2312-76-7（ジニトロ－オ

ルト－クレゾール（ＤＮＯ

Ｃ）のナトリウム塩） 

駆除剤  

(15)～(30)  （略） （略） （略） （略） 

（新設） （新設） （新設）  

(31) （略） （略） （略） （略） 

(32) トリブチルスズ化合物

（ビス（トリブチルスズ）

＝オキシド、トリブチル

スズ＝フルオリド、トリ

56-35-9（ビス（トリブチ

ルスズ）＝オキシド） 

1983-10-4（トリブチルス

ズ＝フルオリド） 

駆除剤  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(33)～(39) （略） （略） （略） （略） 

(40) デカブロモジフェニル

エーテル 

1163-19-5 工業用化学

物質 
〇 

(41) ヘキサブロモシクロド

デカン 

25637-99-4 

3194-55-6 

134237-50-6 

134237-51-7 

134237-52-8 

工業用化学

物質 

○ 

(42) （略） （略） （略） （略） 

(43) ペルフルオロオクタン

酸、ペルフルオロオクタ

ン酸塩及びペルフルオロ

オクタン酸関連物質（※） 

 

 

 

 

（※）「ペルフルオロオクタ

ン酸関連物質」の解釈は

次のとおり行う。 

（１）炭素原子（Ｃ）に結合

する直鎖状又は分岐状の

ペルフルオロヘプチル基

（Ｃ７Ｆ１５）を構造要

素の1つとして有する関

連物質（その塩及びポリ

335-67-1（ペルフルオロオ

クタン酸） 

3825-26-1（ペルフルオロ

オクタン酸のアンモニウ

ム塩） 

335-95-5（ペルフルオロオ

クタン酸のナトリウム塩） 

2395-00-8（ペルフルオロ

オクタン酸のカリウム塩） 

工業用化学

物質 
〇 
 

ブチルスズ＝メタクリラ

ート、トリブチルスズ＝

ベンゾアート、トリブチ

ルスズ＝クロリド、トリ

ブチルスズ＝リノレアー

ト、トリブチルスズ＝ナ

フテナートを含む全て） 

 

 

2155-70-6（トリブチルス

ズ＝メタクリラート） 

4342-36-3（トリブチルス

ズ＝ベンゾアート） 

1461-22-9（トリブチルス

ズ＝クロリド） 

24124-25-2（トリブチルス

ズ＝リノレアート） 

85409-17-2（トリブチルス

ズ＝ナフテナート） 

(33)～(39) （略） （略） （略） （略） 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

(40) ヘキサブロモシクロド

デカン 

134237-50-6 

134237-51-7 

134237-52-8 

25637-99-4 

3194-55-6 

工業用化学

物質 
○ 

(41) （略） （略） （略） （略） 

（新設） （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） 



マーを含む。） 

（２）直鎖状又は分岐状のペ

ルフルオロオクチル基

（Ｃ８Ｆ１７）を構造要

素の1つとして有する関

連物質（その塩及びポリ

マーを含む。） 

（３）以下の化合物は含まれ

ない。 

・Ｃ８Ｆ１７―Ｘ,（Ｘ＝ Ｆ,

 Ｃｌ, Ｂｒ）  

・Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ

Ｈ、Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝

Ｏ）Ｏ-Ｘ′又は、Ｃ８Ｆ

１７－ＣＦ２―Ｘ′ 

（Ｘ′＝ 任意の基（塩を含

む。）） 

・ペルフルオロオクタンスル

ホン酸及びその誘導体

（Ｃ８Ｆ１７ＳＯ２Ｘ

（Ｘ＝ ＯＨ、金属塩（Ｏ

-Ｍ+）、ハロゲン化物、

アミド、及びポリマーを

含むその他の誘導体）） 

(44)～(47)  （略） （略） （略） （略） 

(48) 四エチル鉛 

 

78-00-2 工業用化学

物質 
 

(49) 四メチル鉛 75-74-1 工業用化学

物質 
 
 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） （削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(42)～(45)  （略） （略） （略） （略） 

(46) ４エチル鉛 

 

78-00-2 工業用化学

物質 

 

(47) ４メチル鉛 75-74-1 工業用化学

物質 

 

(48) トリブチルスズ化合物

（ビス（トリブチルスズ）

＝オキシド、トリブチル

スズ＝フルオリド、トリ

ブチルスズ＝メタクリラ

ート、トリブチルスズ＝

ベンゾアート、トリブチ

56-35-9（ビス（トリブチ

ルスズ）＝オキシド） 

1983-10-4（トリブチルス

ズ＝フルオリド） 

2155-70-6（トリブチルス

ズ＝メタクリラート） 

4342-36-3（トリブチルス

工業用化学

物質 

 



 

 

 

 

 

 

 

(50) （略） （略） （略）  

（削除） 

 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） （削除） （削除） 

 

 

ルスズ＝クロリド、トリ

ブチルスズ＝リノレアー

ト、トリブチルスズ＝ナ

フテナートを含む全て） 

 

ズ＝ベンゾアート） 

1461-22-9（トリブチルス

ズ＝クロリド） 

24124-25-2（トリブチルス

ズ＝リノレアート） 

85409-17-2（トリブチルス

ズ＝ナフテナート） 

(49) （略） （略） （略）  

(50) デカブロモジフェニル

エーテル 

1163-19-5 工業用化学

物質 
〇 

(51) ペルフルオロオクタン

酸、ペルフルオロオクタ

ン酸塩及び ペルフルオ

ロオクタン酸関連物質

（※） 

 

 

 

 

（※）「ペルフルオロオクタ

ン酸関連物質」の解釈は

次のとおり行う。 

（１）炭素原子（Ｃ）に結合

する直鎖状又は分岐状の

ペルフルオロヘプチル基

（Ｃ７Ｆ１５）を構造要

素の1つとして有する関

連物質（その塩及びポリ

マーを含む。） 

（２）直鎖状又は分岐状のペ

ルフルオロオクチル基

（Ｃ８Ｆ１７）を構造要

素の1つとして有する関

連物質（その塩及びポリ

マーを含む。） 

（３）以下の化合物は含まれ

335-67-1（ペルフルオロオ

クタン酸） 

3825-26-1（ペルフルオロ

オクタン酸のアンモニウ

ム塩） 

335-95-5（ペルフルオロオ

クタン酸のナトリウム塩） 

2395-00-8（ペルフルオロ

オクタン酸のカリウム塩） 

工業用化学

物質 
〇 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51) トリブチルスズ化合物

（ビス（トリブチルスズ）

＝オキシド、トリブチル

スズ＝フルオリド、トリ

ブチルスズ＝メタクリラ

ート、トリブチルスズ＝

ベンゾアート、トリブチ

ルスズ＝クロリド、トリ

ブチルスズ＝リノレアー

ト、トリブチルスズ＝ナ

フテナートを含む全て） 

 

56-35-9（ビス（トリブチ

ルスズ）＝オキシド） 

1983-10-4（トリブチルス

ズ＝フルオリド） 

2155-70-6（トリブチルス

ズ＝メタクリラート） 

4342-36-3（トリブチルス

ズ＝ベンゾアート） 

1461-22-9（トリブチルス

ズ＝クロリド） 

24124-25-2（トリブチルス

ズ＝リノレアート） 

85409-17-2（トリブチルス

ズ＝ナフテナート） 

駆除剤／工

業用化学物

質 

 

（注） （略） 

 

２～４ （略） 

 

５ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（６）に掲げる貨物（化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質（「輸出貿易管理

令の運用について」２－１－１の（５）の表の３５の３の項の「化学物質の審査及び製

ない。 

・Ｃ８Ｆ１７―Ｘ,（Ｘ＝ Ｆ,

 Ｃｌ, Ｂｒ）  

・Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝０）Ｏ

Ｈ、Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝

０）０-Ｘ′又は、Ｃ８Ｆ

１７－ＣＦ２―Ｘ′ 

（Ｘ′＝ 任意の基（塩を含

む。）） 

・ペルフルオロオクタンスル

ホン酸及びその誘導体

（Ｃ８Ｆ１７ＳＯ２Ｘ

（Ｘ＝ ＯＨ、金属塩（Ｏ

-Ｍ+）、ハロゲン化物、

アミド、及びポリマーを

含むその他の誘導体）） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設）  

（注） （略） 

 

２～４ （略） 

 

５ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（６）に掲げる貨物（化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質（「輸出貿易管理

令の運用について」２－１－１の（５）の表の３５の３の項の「化学物質の審査及び製



造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規

定する混合物又は製剤及び製品を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

(1)～(7) （略） （略） （略） 

(8) １，２，４，５，６，７，

８，８－オクタクロロ－２，

３，３ａ，４，７，７ａ－へ

キサヒドロ－４，７－メタノ

－１Ｈ－インデン、１，４，

５，６，７，８，８－へプタ

クロロ－３ａ,４，７，７ａ

－テトラヒドロ－４，７－メ

タノ－１Ｈ－インデン及び

これらの類縁化合物の混合

物（別名クロルデン又はへプ

タクロル） 

57-74-9 

76-44-8 

○ 

(9)～（34） （略） （略） 

 

別紙第２ （略） 

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規

定する混合物又は製剤及び製品を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

(1)～(7) （略） （略） （略） 

(8) １，２，３，４，５，６，

７，８，８－オクタクロロ－

２，３，３ａ，４，７，７ａ

－へキサヒドロ－４，７－メ

タノ－１Ｈ－インデン、１，

４，５，６，７，８，８－へ

プタクロロ－３ａ,４，７，

７ａ－テトラヒドロ－４，７

－メタノ－１Ｈ－インデン

及びこれらの類縁化合物の

混合物（別名クロルデン又は

へプタクロル） 

57-74-9 

76-44-8 

○ 

(9)～（34） （略） （略） 

 

別紙第２ （略） 

 
 
 



（別紙２） 
「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号） 

改 正 後 現   行 

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 
（１）～（４） （略） 
（５）輸出令別表第２の解釈 

輸出令別表第２の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２中、次の表の「輸出令別表第２の項」の欄に掲げる事項につ

いて、それぞれ「輸出令別表第２（これに基づく貨物省令及び告示を含む。）中解釈

を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するも

のとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２中

解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げる

ものを除くものとして解釈するものとする。ただし、輸出令別表第２の中欄に掲げる

貨物であっても、次の（イ）から（ハ）までに掲げるものは、別表第２品目に含まれ

ないものとする。 

（イ）～（ハ） （略） 

輸出令 

別表第

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈

を要する語 

解        釈 

３３ （略） （略） 

３５ （略） （略） 

３５の

３ 

附属書Ⅲ上

欄に掲げる

化学物質 

 

２，４，５－Ｔ、２，４，５－Ｔ塩及び２，４，５－Ｔのエス

テル化合物、アラクロール、アルジカルブ、アルドリン、アジ

ンホスメチル、ビナパクリル、カプタホール、カルボフラン（別

名Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチ

ル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル）、クロルデン、クロルジメホ

ルム、クロロベンジレート、ＤＤＴ、ディルドリン、ジニトロ

－オルト－クレゾール（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）塩（アンモニウム塩、カリウム塩、ナト

リウム塩等）、ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル

化合物、１，２－ジブロモエタン（ＥＤＢ）、エンドスルファ

ン、１，２－ジクロロエタン、エチレンオキシド、フルオロア

セトアミド、ＨＣＨ（異性体混合物）、ヘプタクロル、ヘキサ

クロロベンゼン、リンデン、水銀化合物（無機水銀化合物、ア

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 
（１）～（４） （略） 
（５）輸出令別表第２の解釈 

輸出令別表第２の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２中、次の表の「輸出令別表第２の項」の欄に掲げる事項につ

いて、それぞれ「輸出令別表第２（これに基づく貨物省令及び告示を含む。）中解釈

を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するも

のとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２中

解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げる

ものを除くものとして解釈するものとする。ただし、輸出令別表第２の中欄に掲げる

貨物であっても、次の（イ）から（ハ）までに掲げるものは、別表第２品目に含まれ

ないものとする。 

（イ）～（ハ） （略） 

輸出令 

別表第

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈

を要する語 

解        釈 

３３ （略） （略） 

３５ （略） （略） 

３５の

３ 

附属書Ⅲ上

欄に掲げる

化学物質 

 

２，４，５－Ｔ、２，４，５－Ｔ塩及び２，４，５－Ｔのエス

テル化合物、アラクロール、アルジカルブ、アルドリン、アジ

ンホスメチル、ビナパクリル、カプタホール、カルボフラン（別

名Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチ

ル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル）、クロルデン、クロルジメホ

ルム、クロロベンジレート、ＤＤＴ、ディルドリン、ジニトロ

－オルト－クレゾール（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）塩（アンモニウム塩、カリウム塩、ナト

リウム塩等）、ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル

化合物、１，２－ジブロモエタン（ＥＤＢ）、エンドスルファ

ン、１，２－ジクロロエタン、エチレンオキシド、フルオロア

セトアミド、ＨＣＨ（異性体混合物）、ヘプタクロル、ヘキサ

クロロベンゼン、リンデン、水銀化合物（無機水銀化合物、ア



ルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及びアリル水銀化

合物を含む。）、メタミドホス、モノクロトホス、パラチオン、

ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノール塩及びペン

タクロロフェノールのエステル化合物、ホレート、テルブホス、

トキサフェン、トリクロルホン（別名ジメチル＝２，２，２－

トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホナート又はＤＥ

Ｐ）、ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する

粉剤、ホスファミドン、メチルパラチオン、石綿（アクチノラ

イト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレ

モライト）、商業用オクタブロモジフェニルエーテル（ヘキサ

ブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル

を含む。）、商業用ペンタブロモジフェニルエーテル（テトラブ

ロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテルを

含む。）、デカブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモシクロ

ドデカン、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロオ

クタンスルホン酸塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド及

びペルフルオロオクタンスルホニル化合物（ペルフルオロオク

タンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム、

ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム、ペルフルオロオク

タンスルホン酸アンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン

酸ジエタノールアンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン

酸テトラエチルアンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン

酸ジデシルジメチルアンモニウム、Ｎ－エチルペルフルオロオ

クタンスルホンアミド、Ｎ－メチルペルフルオロオクタンスル

ホンアミド、Ｎ－エチルＮ－（２－ヒドロキシエチル）ペルフ

ルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）

－Ｎ－メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペルフル

オロオクタンスルホニルフルオリドを含む。）、ペルフルオロオ

クタン酸、ペルフルオロオクタン酸塩及びペルフルオロオクタ

ン酸関連物質（※）、ポリ臭化ビフェニル（ＰＢＢ）、ポリ塩化

ビフェニル（ＰＣＢ）、ポリ塩化テルフェニル（ＰＣＴ）、短鎖

塩素化パラフィン（炭素数が１０から１３までのものであっ

て、塩素の含有量が全重量の４８パーセントを超えるものに限

る。）、四エチル鉛、四メチル鉛、トリス（２，３－ジブロモプ

ロピル）＝ホスファート、トリブチルスズ化合物（ビス（トリ

ブチルスズ）＝オキシド、トリブチルスズ＝フルオリド、トリ

ルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及びアリル水銀化

合物を含む。）、メタミドホス、モノクロトホス、パラチオン、

ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノール塩及びペン

タクロロフェノールのエステル化合物、ホレート、トキサフェ

ン、トリブチルスズ化合物（ビス（トリブチルスズ）＝オキシ

ド、トリブチルスズ＝フルオリド、トリブチルスズ＝メタクリ

ラート、トリブチルスズ＝ベンゾアート、トリブチルスズ＝ク

ロリド、トリブチルスズ＝リノレアート、トリブチルスズ＝ナ

フテナートを含む全て）、トリクロルホン（別名ジメチル＝２，

２，２－トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホナート又は

ＤＥＰ）、ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有

する粉剤、ホスファミドン、メチルパラチオン、石綿（アクチ

ノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、

トレモライト）、商業用オクタブロモジフェニルエーテル（ヘ

キサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエー

テルを含む。）、ヘキサブロモシクロドデカン、商業用ペンタブ

ロモジフェニルエーテル（テトラブロモジフェニルエーテル、

ペンタブロモジフェニルエーテルを含む。）、ペルフルオロオク

タンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸塩、ペルフ

ルオロオクタンスルホンアミド及びペルフルオロオクタンス

ルホニル化合物（ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフル

オロオクタンスルホン酸カリウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸リチウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウ

ム、ペルフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアンモニウ

ム、ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウ

ム、ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモ

ニウム、Ｎ－エチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ

－メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ－エチルＮ

－（２－ヒドロキシエチル）ペルフルオロオクタンスルホンア

ミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルペルフルオ

ロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニル

フルオリドを含む。）、ポリ臭化ビフェニル（ＰＢＢ）、ポリ塩

化ビフェニル（ＰＣＢ）、ポリ塩化テルフェニル（ＰＣＴ）、短

鎖塩素化パラフィン（炭素数が１０から１３までのものであっ

て、塩素の含有量が全重量の４８パーセントを超えるものに限

る。）、四エチル鉛、四メチル鉛、トリス（２，３－ジブロモプ



ブチルスズ＝メタクリラート、トリブチルスズ＝ベンゾアー

ト、トリブチルスズ＝クロリド、トリブチルスズ＝リノレアー

ト、トリブチルスズ＝ナフテナートを含む全て）並びにこれら

を含有する混合物又は製剤 

 （略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

３５の

４ 

（略） （略） 

３８ （略） （略） 

４０ （略） （略） 

４３ （略） （略） 

（６）～（９） （略） 

ロピル）＝ホスファート、デカブロモジフェニルエーテル、ペ

ルフルオロオクタン酸、ペルフルオロオクタン酸塩及びペルフ

ルオロオクタン酸関連物質（※）並びにこれらを含有する混合

物又は製剤 

 （略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

３５の

４ 

（略） （略） 

３８ （略） （略） 

４０ （略） （略） 

４３ （略） （略） 

（６）～（９） （略） 

 
 

 


